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撮影罪の新設を周知し、盗撮のない機内環境を目指します 

 

 

 

 

 

 

 

これまで盗撮行為に対しては、都道府県の条例による処罰が設けられていました

が、機内では盗撮発生場所がどの都道府県の上空にあたるか特定することが困難な

ため、実際に処罰するのが難しいという課題がありました。定期航空協会ではこの業

界課題に長年取り組み、要望活動を行って参りました。 

今般、令和 5 年 6 月 16 日に、『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物

に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（性的姿

態撮影等処罰法）』が成立し、本日 7 月 13 日より施行されます。これにより、航空機

内の盗撮行為（性的姿態等を撮影する行為）も発生場所に関わらず法律で罰せられ

ることとなりました。 

定期航空協会ではポスターを作成し、盗撮は法律で罰せられること、他のお客様

や乗務員などの無断撮影についてもご遠慮いただくよう周知して参ります。ポスター

は定期航空協会のホームページで 7月 13日より公開し、順次、各空港や機内でお客

様にご覧頂けるよう展開して参ります。 

 

 

【別添資料：ポスター】 

右図：イメージ 

 

【定航協 WEB サイト】 

http://teikokyo.gr.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ 撮影罪の新設により盗撮行為（性的姿態等を撮影する行為）は違法となり、

機内でも発生場所に関わらず処罰の対象となります。 

⚫ ポスターを作成し広く周知に努めることで、盗撮・無断撮影のない機内環境

を目指します。 
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【定期航空協会について】 

 

名 称  ： 定期航空協会（The Scheduled Airlines Association Of Japan） 

 

設立日 ： 1991 年 12 月 6 日 

 

目 的 ： 航空運送事業に関する諸般の調査、研究等を行い、我が国の航空運送事 

業の健全な発展を促進することを目的とする。 

 

主な事業活動 ： （１）航空運送事業に関する調査、研究 

（２）政府、国会、政党等に対する陳情、要望 

（３）航空利用者等への広報活動 

（４）法務関係諸問題に関する事項 

（５）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 

会員社数（2023 年 7 月 1 日時点） ： 19 社  
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＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

定期航空協会 事務局 

（担当：内藤、松崎） 

連絡先 TEL：03（5445）7136 


